
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人らの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告理由第一点について。

　投票の効力に関する当事者の主張は、事実そのもののみの主張ではなく、法律の

解釈適用に関する主張をも含むものであるから、裁判所は当事者の主張に拘束せら

れることなく、その効力の判断をなしうることは原判示のとおりであつて、所論は

採るを得ない。引用の判例は本件に適切でない。

　同第二点乃至第四点および追加上告理由第一点、第二点について。

　所論の各投票を有効とした原審の判断は相当であつて、所論の違法は認められな

い。

　同第五点乃至第七点及び追加上告理由第三点について。

　原審は、所論打点のなされた三場合のいずれの場合も、意識的に何事かを記載し

たものではなく他事記入に当らないと認めているのであり、その判断は当審におい

ても肯認することができる。従つて、原審が右三場合の分類につき所論のような説

明をしていないことは、判決の結果に影響を及ぼすこと明らかな法令違背というこ

とはできないから、適法な上告理由に当らない。また判例違反を主張する論旨は、

右原審の認定に副わない事実を前提とするものであつて、採るを得ない。

　同第八点及び追加上告理由第四点について。

　原判決に所論の違法の認められないことは上記各論点に対する説示のとおりであ

る。それ故所論は採るを得ない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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